
納
税

　 累進課税制度は、所得が多いほどより 税率が高く なる税金のしく みで、

日本では、所得税のほか相続税や贈与税もこのしく みです。この制度は、

支払い能力に応じて税金を負担し てもら おう と するも のです。

　 これと は逆に、 消費税のよう に税率が一定の税金も あります。

同じ 家族 構成でも 、年 収

5 0 0 万円の場合の税額は

5万円ですが、年収が2,000

万円になると、税額は342万

円で約68倍になります。

例えば、 夫婦と 子ども ２ 人（ う ち１ 人は16歳： １ 人は20歳） の
会社員の所得税（ 令和４ 年分、 復興特別所得税を含む） は…

Ａ さ ん　 年　 収　 　 　 50 0万円

　 　 　 　 所得税　 　 5万円

Ｂ さ ん　 年　 収　 　 　 　 　 　 　    　 2 ,000万円

　 　 　 　 所得税　 　  342万円

◆国民主権のもと での税
　 税は、 国や地方公共団体が公共サービスを行う のに必要な

費用をまかなう ために国民に負担を求めるも のです。

　 民主主義国家である日本では、 こ れら の税に関する法律は

国会によっ て定めら れます。

　 こ れが税についての民主主義の基本原則です。

　 地方公共団体の税金である 地方税は、 地方税法と いう 法

律や、 地方公共団体の議会が定める条例で、 そのし く みが決

めら れています。

公共サービス・ 公共施設を提供する

　 財政と は国や地方公共団体の経済活動のこ と で、 そのため

に必要なお金は税金と し て集めら れています。 私たちが納め

る 税金は、 公共サービ スや公共施設に形を 変えて、 生活の

様々な場面で役立っ ています。

所得の不均衡をなおす

　 日本の所得税などでは、 所得が多く なるほど税負担が大き

く なる累進課税制度が採ら れています。 また、 歳出面では社

会保障の支出を通じ て、 所得の少ない人の生活を助けていま

す。 こ のよう に、 財政には国民間の所得の開きを縮める働き

があり ます。

日本国憲法第84条

「 あらたに租税を課し 、又は現行の租税を変更するには、

法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

◆国民の義務
　 税は、 国を維持し 、 発展さ せていく ために欠かせないも の

ですから 、 憲法でも 、 税を納めるこ と（ 納税） を国民の義務

と 定めています。

　 こ の納税の義務は、 普通教育を受けさ せる義務、 勤労の義

務と 並んで国民の三大義務の１ つと さ れています。

日本国憲法第30条

「 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ（ 負う ）。」

教育 勤労 納税

所得の多い人 所得の少ない人

景気を調整する

　 会社や個人の所得が増える好景気のと きには、税負担が増

えて、物価の急激な上昇の要因と なる景気の過熱にブレーキ

をかけます。

　 不景気のと きには、税負担が減って、景気の落ち 込みをゆ

るめます。また、歳出面では、公共事業を増やすなどし て景気

を良く すること も できます。

累 進 課 税 制 度

議会の様子（ 提供：衆議院）

“ 公平” に負担するってどう いう こと？

税に関する法律や

税の使いみちについて

話し 合っているんだよね。

国民として税について

考えないと。

　 友だち３ 人で食事に行きまし た。みんな
でいろ いろ な料理を 分け合っ て食べたと
き、支払いはどうしますか。

　 ①３ 人で均等に割って支払う 。
　 ②たく さ ん食べた人は多く 、 少し

し か食べていない人は少なく 支払う 。

　 ③お小遣いをたく さ ん持っている人は
多く 、あまり 持っていない人は少なく 支払う 。

　 どの方法でも  “公平” のよう ですが、１ つの方法では完全な “公平” に
はならないのです。
　 税金も１ つの方法で課税したのでは、完全な “公平” にはなりません。

　 税負担の “公平” を確保するために、税の性格に応じた適切な課税方
法を採用し て、所得課税、消費課税、資産課税等をバランスよく 組み合わ

せると いう 工夫が行われています。
※社会保険料控除を含めて計算し ています。

国民の義務としての納税国民の義務としての納税 財政の役割財政の役割
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歳出

国の予算の使いみちは国会で決められます。

私たちが、 より 豊かで安心して生活できる 社会と なるよう

に支出しています。

「 国債費」 は、 国債の元本の返済、 利子の支払いなどの費

用であり 、 歳出のう ち 2 2 .1％と 高い割合になっています。

国の財政（ 令和５ 年度当初予算）

国の財政を家計にたと えると …

歳入の内訳歳入

歳出の内訳

令和５ 年度の歳入は約114 .4 兆円です。

こ の歳入の約69 .4 兆円（ 約6 0 .7 ％） が租税及び印紙収入で

まかなわれていますが、 残り のう ち、 約3 5 .6 兆円（ 31.1％） は

公債金収入に依存しています。

公債金と なる国債は元本の返済や利子の支払いなどの負担

を将来の世代に残すこ と から 、 国債に依存する わが国の財政

を改善すること が、 大きな課題と なっています。

国や地方の財政の現状国や地方の財政の現状

皆さ んはこ の状況をどう 思いますか？大人たちも 知恵を出し 合って考えています。

歳出と 歳入の大きなギャッ プ（ 財政赤字） を減らすための方法を考えてみましょ う 。

公債金収入

35 兆 6,230 億円

31.1％

租税及び印紙収入

69 兆 4,400 億円

60.7％

国債費

25 兆 2,503 億円

22.1％
社会保障

36 兆 8,889 億円

32.3％

地方交付税

交付金等

16 兆 3,992 億円

14.3％

その他

14 兆 1,984 億円

12.4％

防衛

10 兆 1,686 億円 8.9％

公共事業

6 兆 600 億円 

5.3％

文教及び科学振興

5 兆 4,158 億円 4.7％

特例公債金

29 兆 650 億円

25.4％

一般会計
歳入総額

114 兆 3, 812
億円

一般会計
歳出総額

114 兆 3, 812
億円

所得税

21 兆 480 億円

18.4％

法人税

14 兆 6,020 億円

12.8％

消費税

23 兆 3,840 億円

20.4％

その他

10 兆 4,060 億円 9.1％

その他収入

9 兆 3,182 億円 8.2％

公債金

6 兆 5,580 億円

5.7％

歳出と 歳入には大きなギャップ（ 財政赤字） があり ます。

国の財政を、家計にたと えると、年収が約 78 8 万円あり ますが、このう ち約 2 53 万円を借金の返済に充てなければなり ません。

実際に使える残り のお金は約 535 万円です。

ただし 、 この家では家計費として年間約 8 91 万円を必要と するので、 不足分の約 3 5 6 万円を新たに借金すること になり ます。

その結果、 年々借金が増え続け、 その残高は約 1 億 6 8 0 万円に達しています。

〈 収入〉
税収＋税外収入

〈 支出〉
社会保障や文教などの経費
国債費

公債金（ 借金）

公債残高の総額

7 8 .8 兆円

8 9 .1 兆円
2 5 .3 兆円

支出計　 1 1 4 .4 兆円

3 5 .6 兆円

約 1 ,0 6 8 兆円

令和 5 年度財政収支

〈 収入〉
年収

〈 支出〉
家計費（ 生活費や教育費など）
ロ ーン返済

不足分（ 借金）

ロ ーン残高の総額

7 8 8 万円

8 9 1 万円
2 5 3 万円

支出計　 1 ,1 4 4 万円

3 5 6 万円

約 1 億 6 8 0 万円

1 年間分の家計にたと えた場合

こ う し て借金が累積し て、 年度末には・ ・ ・

グラフ1

グラフ 2
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マイナンバーカ ード

歳出歳入

地方の財政

その他

6,541 億円

29.5％
公債費

（ 県
け んさ い

債を返し たり

利子を払ったり するために）

2,850 億円

12.9％

その他

4,308 億円

19.4％

教育費
（ 教育・ 文化・ スポーツの 

振
し んこ う

興のために）

4,767 億円
21.6％

民生費
（ 生活に困っている人や 

高齢者、 体の不自由な 

人のために）

4,274 億円

19.3％

警察費
（ 県民の安全を守るために）

1,577 億円

7.1％

土木費
（ 道路の整備や街づく り のために）

1,251 億円

5.7％

総務費

（ 県の仕事を円
え んかつ

滑に進めるために）

1,008 億円

4.6％

衛生費
（ 病気の予防など

健康を守るために）

2,076 億円

9.4％

県税 8,148 億円 36.9％

県民税 

3,224 億円 

14.6％

県債※ 3 

2,007 億円 

9.1％

国庫支出金
※ 2

2,978 億円

13.5％

※ 1 「 地方交付税」 地方公共団体の財源不足を 補う ために、 国税の一定割合を 、 国が地方公共団体に対し て交付する も の。

※ 2 「 国庫支出金」 地方公共団体が行う 特定の仕事（ 義務教育や公共事業など） に対し て、 国が使い方を 限定し て支出するも の。

※ 3 「 県債」 県が銀行、 県民などから お金を 借り る ために発行するも の。

地方交付税
※ 1

2,437 億円

11.0％

事業税

1,743 億円

7.9％

自動車税 

899 億円 

4.1％

地方消費税

1,472 億円

6.7％

その他

810 億円

3.6％

歳入総額
2 兆 2,111

億円

歳出総額
2 兆 2,111

億円

社会保障・ 税番号社会保障・ 税番号（ マイナンバー）（ マイナンバー）制度について制度について

　 社会保障・ 税番号（ マイナンバー） 制度は、 行政の効率化、 国民の利便性の向上、 さ ら に公平・ 公正な社会の

実現のために、 赤ちゃんから お年寄り まで、 一人ひと り に指定さ れた 12 桁の番号で、「 社会保障、 税、 災害対策」

の３ 分野において、 複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であること を確認するために活用さ れます。

　「 社会保障、 税、 災害対策」 の３ 分野で共通の番号を導入すること で、 個人の特定を確実かつ迅速に行う こと が

可能になり ます。

埼玉県の財政（ 令和５ 年度当初予算）

グラフ 3 グラフ4

表 裏

● 個人の申請により 交付さ れる顔写真入り のプラスチッ ク 製カ ード で、2 016 年（ 平成2 8 年）１ 月から 交付

が開始さ れています。

● マイナンバーの確認と 本人確認をこ のカ ード １ 枚ででき、身分証明書や健康保険証として使用できます。
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5
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1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

2 0 5 0  年2 0 2 1
（ 令和３ 年）

1 9 8 0
（ 昭和5 5 ）

1 9 6 5
（ 昭和4 0 ）

1 9 6 5
（ 昭和4 0 ）

1 9 7 5
（ 昭和5 0 ）

1 9 8 5
（ 昭和6 0 ）

1 9 9 5
（ 平成7 ）

2 0 1 9 年度
（ 令和元年度）

2 0 1 2
（ 平成2 4 ）

日本
3 7 .7 ％

ド イツ
3 0 .0 ％

フランス
2 7 .8 ％

イギリス
2 5 .3 ％

アメリカ
2 2 .4 ％

※日本は、「 人口推計」（ 総務省）及び「 日本の将来推計人口」（ 国立社会保障・人口問題研究所、
　 平成29年４月推計）　
※諸外国は国連 "W orld Population Prospects 2019" による。

※社会保障給付費とは、公的な社会保障制度の給付総額を示すものである。

（ ％）

平成2 6 年3 月3 1 日まで

消費税率

消費税　 　 　 4 ％

地方消費税　 1 ％

なぜ、 消費税なの？

●景気や人口構成の変化に左右さ れにく く 、 税収が安定し ている

●働く 世代など特定の人に負担が集中するこ と なく 、 経済活動に中立的

●高い財源調達力がある

%5

平成2 6 年4 月1 日から

消費税率

消費税　 　 　 6 .3 ％

地方消費税　 1 .7 ％

%8

平成2 6 年3 月3 1 日まで
平 成 2 9 年 4

月に は 、消 費

税 率 を 1 0 ％

に 引き 上げる

こ と が法律に

定めら れて い

ます。

社会保障の財源を

調達する手段と し て

ふさ わし い税金です。

福祉・ その他福祉・ その他

年金

医療

1 2 3 .9 兆円1 2 3 .9 兆円

（ 医療における高齢者医療）（ 医療における高齢者医療）

2 7 .72 7 .7

5 5 .45 5 .4

4 0 .74 0 .7

（ 1 5 .7 ）（ 1 5 .7 ）
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※日本は、「 人口推計」（ 総務省）及び「 日本の将来推計人口」（ 国立社会保障・人口問題研究所、
　 平成29年４月推計）　
※諸外国は国連 "W orld Population Prospects 2019" による。

※社会保障給付費とは、公的な社会保障制度の給付総額を示すものである。

（ ％）

平成2 6 年3 月3 1 日まで

消費税率

消費税　 　 　 4 ％

地方消費税　 1 ％

なぜ、 消費税なの？

●景気や人口構成の変化に左右さ れにく く 、 税収が安定し ている

●働く 世代など特定の人に負担が集中するこ と なく 、 経済活動に中立的

●高い財源調達力がある

%5

平成2 6 年4 月1 日から

消費税率

消費税　 　 　 6 .3 ％

地方消費税　 1 .7 ％

%8

平成2 6 年3 月3 1 日まで
平 成 2 9 年 4

月に は、 消 費

税 率 を 1 0 ％

に引き 上げる

こ と が法律に

定めら れて い

ます。

社会保障の財源を

調達する手段と し て

ふさ わし い税金です。

福祉・ その他福祉・ その他

年金年金

医療医療

1 3 2 .2 兆円1 3 2 .2 兆円

（ 医療における高齢者医療）（ 医療における高齢者医療）

0

2 0

1 0
（ 医療における高齢者医療）（ 医療における高齢者医療）（ 1 5 .7 ）（ 1 5 .7 ）

3 3 .93 3 .9

5 5 .65 5 .6

4 2 .74 2 .7

（ 1 5 .3 ）（ 1 5 .3 ）
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これから の社会と 税これから の社会と 税

日本人の平均寿命は、約5 0 年の間に15 歳も 延び、現在、男性が約81歳、 女性が約87 歳に達しています。 こ のよう な急速な

寿命の伸びが、 社会の高齢化を進めているわけです。

一方、将来の働き手と なる子ども の出生率は急激に下がっています。

こ のよう に高齢者が増え、反面、年少者が減ると いう 現象は、 将来の社会に大きな問題を投げかけています（ 少子高齢社会）。

少子高齢社会の問題の１ つは社会保障の費用が増えてい

く こ と であり 、 もう１ つはその費用を負担する働き手が減っ

ていく こと です。

高齢者の急増にと も ない、 年金や医療、 介護などの社会

保障費が増加すること が予想さ れます。

し かし 、 その費用を負担する働き手が減っていく と 、 一人

ひとり の負担が重く なり ます。 老後の安定し た生活や健康で

文化的な社会を実現するためには、 大きな費用を必要と し

ますが、 その財源の中心は税金なのです。

社会保障の充実と 税負担

消費税率の引き上げと 使いみち

待機児童の解消

介護職員の処遇改善

幼児教育・ 保育の無償化

介護保険料の軽減

高等教育の無償化

年金生活者支援給付金の支給

社会保障の充実・ 安定化や財政の健全化のために安定的な財源が必要です。 そのため、 令和元年

10 月から消費税率が 10％に引き上げられ、 その増収分の使いみちは社会保障の充実策に加え、 教育

負担の軽減・ 子育て層支援・ 介護人材の確保に充てられています。

少子高齢社会の到来

社 会 保 障 の財 源を

調達する 手段と し て

ふさ わし い税金です。

● 景気や人口構成の変化に左右さ れにく く 、 税収が安定している

● 働く 世代など 特定の人に負担が集中するこ と なく 、 経済活動に中立的

である

● 高い財源調達力がある

なぜ、 消費税なの？

グラフ1 グラフ 2
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税の歴史　税の歴史　 〜昔の税はどう なっていたの？〜〜昔の税はどう なっていたの？〜

３ 世紀ごろ、 魏志倭人伝に日本の

税に関する最初の記録があり 、 邪馬

台国で は、 税

が納めら れて

いたと 記載さ

れています。

11 弥生時代 税のはじ まり

地頭に税の徴収権が与えら れ、 や

がて守護も こ れを 行う よう になり ま

し た。 ま た、

座（ 協同組合）

が作ら れ生産、

販売を独占す

る 代 わり に、

座役と いう 税

を納めまし た。

44 鎌倉・ 室町時代

明治政府は、 歳入の安定化を 図る

ため、 租税制度の改革に着手し 、 明

治６ 年には、（ 　 ハ　 ） 

を実施し まし た。

明 治 2 0 年 に は、

所得税が導入さ れ、

所得金額 3 0 0 円以

上の所 得 者 が 課 税

さ れまし た。

77 明治時代

経済社会の変貌に対応して所得、 消費、 資産の間

で均衡のと れた、 将来にわたって安定的な税制を 確

立するために、 平成元年には所得税の減税や消費税

の導入を骨子と する税制の抜本改革が行われまし た。

国民一人ひと り に 12 ケタ の番号（ 　 ホ　 ） が割り

振ら れ、 社会保障や税金の制度について、 平成 28

年 1 月から 利用が開始さ れています。

1010 現代（ 平成・ 令和）

大化の改新では、 新し い租税制度

を 含む政治の方向が示さ れ、 後の

大宝律令では、 班田収授法により 、

農民に田を 与

える 代わり に

（ 　 イ 　 ）・ 調・

庸・ 雑
ぞう よ う

徭等と

いう 税が課税

さ れまし た。

22 飛鳥・ 奈良時代

天下を 統一し た（ 　 ロ　 ） は、 全

国の土地調査・ 太閤検地を行い、 農

地の面積だけ

で なく 、 土地

の良し 悪し や

農地の収穫高

など を 調べて

年貢を かけま

し た。

55 安土桃山時代

戦費調達などのため、 増税が行わ

れ、 明治の後期には登録税、 麦
ビ ール

酒税、

通行税、 相 続

税 な ど が、 大

正時代には清

涼 飲料 税、 営

業収益税な ど

の、 新 税 が 創

設さ れまし た。

88 大正時代

班田収授の法が崩れ、 荘園が各地

にでき まし た。 民には領主から 年貢、

公
く

事
じ

、 夫
ふ

役
やく

が課税さ れまし た。

33 平安時代

税は田畑に 課税さ れる 本
ほん

途
と

物
も の

成
なり

（ 年貢）が中心でし た。 また、町人には、

清酒や醤油の製造、 牛馬の売買など

に免許料や営

業税のよう な

運
う んじ ょ う

上・ 冥
みょ う が

加な

どが課税さ れ

まし た。

66 江戸時代

昭和 15 年には勤労所得に源泉徴

収制度が採用さ れまし た。

昭和 21 年、 新憲法が公布さ れ、

教育、 勤労に 並ぶ三大義務の一つ

と し て（ 　 ニ　 ） の義務が定めら れ

まし た。 また、 租税を かける 場合は、

法律によら なければなら ないと する、

租税法律主義が規定さ れまし た。

昭和 2 2 年には、 納税者が自主的

に自分の税額を 計算して納税する申

告納税制度が導入さ れまし た。 昭和

2 5 年、 シャ ウプ 勧告に基づく 税制

改革が行われまし た。 こ の改革では、

所得税を 中心とし た公平な税制の確

立が図ら れ、 さ ら に法人や個人が記

帳を 基に申告

する 青色申告

制度も 導入さ

れまし た。

99 昭和時代

下の空欄（ イ 〜ホ）に入る言葉を考えてみよう ！

※答えは裏表紙にあり ます。

所
得
税

雑
徭

庸

調

イ

源泉票

給 料
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e -Ta x( 国税電子申告納税システム )

マスコット「 イータ 君」
埼玉県マスコット「 コ バト ン」

年年 組組 番番 氏名氏名

中学生の作文
納税のラリ ーを続けよう

さ いたま市立大砂土中学校　 ２ 年　 土門　 美琴

「 失礼し ます。 こんにちは。」

こ のかけ声から 私の部活動は始まる。 最近三年の先輩が引退し て間もない。 私は女子卓球部の部長になり たてで、

夏休みの部活動は今まで以上に力が入っていた。 行動制限のかかった去年と 違い、 今年は練習日も多く なった。 十月

に開催さ れる新人体育大会で満足のいく 結果になるよう 張り 切っていた。 張り 切り すぎたせいか、 私の右手首は、 けん

しょ う 炎になってし まった。

駅前の整形外科へ通院し 、 レント ゲン検査と 診察を受け処方せんをもらった。 会計は０ 円。 薬局へ行き、 その処方せ

んのおかげでシッ プと 飲み薬を七日分受け取った。 ここでも会計は０ 円。 世の中は毎日のよう に食品値上げのニュース

ばかり なのに、 私は財布を出すこと もなく 薬を受け取った。 感謝し かない。 この機会に、 私は税について考えてみた。

コロナの影響でなかなか会えなかった優し い祖父母と 、 この夏久々に会った。 お年寄りの医療費は今年十月から一割

負担から二割負担へ改定さ れると 知った。 私は中学を卒業するまで、 医療費は無料のまま。 何と なく 気まずかった。 お

年寄りよりも子供は優遇さ れている。 学校で習った少子化問題や高齢化社会の問題は、 こんな時と ても身近に感じ る。

医療費だけではない。 中学生は税金のおかげで無料が多い。 私は歩いて数分の中学校で当たり 前のよう に無料の教

科書を持ち帰る。 高校生の兄は、 春休み前になると 電車に乗り 、 学校指定の本屋で何万円も 支払って、 教科書を買っ

てく る。

私が当たり 前に感じ ていた無料サービスは、 納税者のおかげで成り 立っていること に気づいた。 納税者一人一人の

大切なお金で支えられていることに「 あり がとう 」 と 伝えたい。 　

学費を払わずに楽し く クラスで授業ができる。 夏休みでも 大好きな卓球を仲間と 打ち合える。 上手く なるために、 い

かに長く ラリーを続けられるか、 相手を思いやり ながら練習する。 相手が打ちやすい場所に球を返せるかが重要だ。 ラ

リ ーを続ける練習は、 税の仕組みに似ている。 税は球であり、 ラリーは私達の豊かな生活を続けることと 同じ だ。 球で

ある税が、受け取り 手にとって的外れな方向に行っては豊かな生活のラリーは続かない。 税もお互いの立場を思いやり、

余裕のある人が苦し い人に優し い球を出し てあげればいい。 卓球の打つ人と 打ち返す人は入れ替わる。 公共サービス

を受けていただけの人も、やがて納税者になる。 未来の私だ。 私は助ける立場になり、納税の義務を果たし たいと 思う 。

豊かな生活を続けるために税の仕組みは欠かせない。 では、私に何ができるのか。 今、私が毎日笑顔で暮らせるのも、

公共サービスが充実し ているおかげである。 豊かな生活のラリーが続く よう に、 今度は大人になる私が支える側になる

番だ。 支えてく れた方々に恩返し するためにも納税のラリーを続けよう 。

令和 4 年度「 中学生の税についての作文」 埼玉県知事賞作品 

企画・ 監修　 埼玉県租税教育推進協議会

制作　 埼玉県総務部税務課（ TEL. 048-830-2651）

　 　 　 浦和税務署（ TEL. 048-600-5413）

わた し た ち のく ら し と 税

税についてのホームページ

●国税庁　 ht tp s://w w w .n ta .g o .j p

●埼玉県総務部税務課　 ht tp s://w w w .p ref.sa itam a .lg .j p /kurashi/zekin/ind ex.htm l

●県内各市町村　 ht tp s://w w w .p ref.sa itam a .lg .j p /a0314/sit yo uso n-info .htm l

この冊子には点字版も あり ます。 ご希望の方は埼玉県総務部税務課までご連絡く ださ い。

10 ページの答え： イ 　 租、ロ　 豊臣秀吉、ハ　 地租改正、ニ　 納税、ホ　 マイナンバー

税の学習コ ーナー

https://www.nta.go.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/zekin/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0314/sityouson-info.html

